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第１章　 計画の策定にあたって計画の策定にあたって

第１節　計画策定の趣旨

　本県では、平成28年３月に策定（令和２年３月改訂）した第３次大分県環境基本計画（以下「第
３次計画」といいます。）に基づき、環境の保全に関する施策を着実に推進してきました。
　その結果、令和４年度において、第３次計画に掲げる53の指標のうち、「達成」及び「概ね達
成」が45指標で全体の84.9％となっています。
　第３次計画は、令和６年度までを計画期間としていますが、大きく変化している環境を取り巻
く時代の要請や潮流に適切に対応するため、第３次計画の上位計画となる新たな大分県長期総合

計画※が前倒しで策定されるのと軌を一にして新たな環境基本計画を策定することとしました。
　なお、本計画は、第３次計画に引き続き、SDGs※（持続可能な開発目標）達成に向けた貢献
という観点を取り入れて策定します。

（参照）持続可能な開発のための2030アジェンダ
（国際連合広報センター）

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
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第２節　環境を取り巻く時代の要請や潮流の変化

⑴気候変動の深刻化とクリーンエネルギーへの転換
○　日本を含めた世界各地で、気候変動がもたらす様々な気象災害が発生し、その被害が顕在

化しています。今後も地球温暖化が進行した場合、将来の気候下ではさらに災害リスクが増
大するとの予測もあります。

○　気温の上昇による作物の品質の低下、栽培適地の変化等、気候変動が農業、森林・林業、
水産業に及ぼす影響が懸念されている一方で、新たな作物の導入に取り組む動きも見られま
す。

○　令和５年３月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）※の第６次評価報告書
では、人間活動の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないこ
とが明記されました。また、2030（令和12）年までに必要な温室効果ガス※削減量（2019年比）
は、世界的な平均気温の上昇を産業革命前と比較して、２℃未満に抑えるためには21％、1.5℃
未満に抑えるためには43％であることが示されました。

○　エネルギーを巡る環境は、気候変動問題に関する世界的な関心が高まる中、大きな変革の
途上にあります。令和４年７月には産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造
をクリーンエネルギー中心に移行するために必要な施策を検討するGX（グリーントランス

フォーメーション）※実行会議が開催され、令和５年２月に「GX実現に向けた基本方針」が
閣議決定されました。

　　また、令和５年６月には、国の「水素基本戦略」が改定され、水素社会実現に向けた方向
性が示されました。
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⑵循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
○　世界的な人口増加等に伴い資源需要が増加し続ける中、中長期的に安定的な資源確保につ

いての不確実性が増しています。さらに、気候変動が一因と考えられる異常気象の世界各地
での発生や海洋プラスチックごみ問題を受け、事業者に対する消費者や投資家からの環境配
慮要請が高まりを見せています。 

○　生産から消費、廃棄に至る経済活動のあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、
新しい産業や雇用の創出までも目指す「循環経済（サーキュラーエコノミー）」という考え
方が広まりつつあります。循環経済への移行は、経済的視点から資源循環を価値の源泉とし
て捉え、バリューチェーンを含む経済活動全体を循環型に転換させていくものであり、循環

型社会※を形成する方策の一つであるとされています。

○　我が国では、環境省が令和元年に策定した「プラスチック資源循環戦略」において、従前
の３Ｒ※に再生可能な資源に置き換えるRenewableを加えた「３Ｒ＋Renewable」の基本原
則を掲げ、令和３年に改定した「地球温暖化対策計画」で３Ｒ＋Renewableを始めとする循
環経済への移行を大胆に実行すること
を基本的考え方の一つと位置付けまし
た。また、令和４年にとりまとめた「循
環経済工程表」では、2050年を見据
えた目指すべき循環経済の方向性と素
材や製品など分野ごとの2030年に向
けた施策の方向性を示しました。

○　経済産業省は、３Ｒを「環境と成長の好循環」につなげる新たなビジネスチャンスと捉え、
いち早く循環経済へ移行するべく令和２年に「循環経済ビジョン2020」を、令和５年には
このビジョンを踏まえて国内の資源循環システムの自律化・強靱化と国際市場の獲得を目指
す「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定しています。

○　海洋プラスチックごみ問題については、令和元年開催のＧ20大阪サミットで2050年まで
に海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブ
ルー・オーシャン・ビジョン」が共有されていましたが、令和５年開催のＧ７広島サミット
では、これを10年前倒した2040年までの追加的な汚染ゼロに合意し、さらに積極的に取り
組むこととなりました。
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⑶ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現
○　平成22年の生物多様性※条約第10回締約国会議（COP10）において、2050年までの「自然

と共生する世界」実現を目指し、生物多様性の損失を止めるため2020（令和２）年までに
達成を目指す20の「愛知目標※」が採択され、各国は目標達成に向けた施策を講じてきまし
た。しかし、令和２年９月に同条約事務局が公表した地球規模生物多様性概況第５版（GBO
５）は、世界全体では20の目標で完全に達成されたものはないとし、「今までどおり」では
損失は続くと予測する一方、これまでの自然環境保全の取組に加え、食料のより持続可能な
生産や消費と廃棄物の削減といった様々な分野に連携して取り組めば、低下を止めて反転さ
せ、2030年以降には生物多様性の純増加につながる可能性があることを指摘しました。

○　こうした状況を踏まえ、令和４年の生物多様性条約COP15で採択された「昆明・モント
リオール生物多様性枠組」では、「自然と共生する世界」が目指すべき2050年ビジョンとし
て引き続き掲げられるとともに、生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せる「ネイチャー

ポジティブ（自然再興）※」の考え方を取り入れ、2030年までに陸と海の30％以上を健全な
生態系として効果的に保全する「30by30目標※」など、23のグローバルターゲットが設定さ
れました。

○　国は、昆明・モントリオール生物多様性枠組の達成に向けた「生物多様性国家戦略2023-
2030」を令和５年に策定しました。今後は、2050年までの「自然と共生する社会」実現を目指し、
2030年までのネイチャーポジティブの実現を掲げて、健全な生態系※を確保し、自然の恵み
を維持し回復させ、自然資本を守り活かす社会経済活動を広げるために、環境・社会・経済
の統合的向上を目指す地域循環共生圏の考え方を踏まえ、これまでの生物多様性保全施策に
加えて気候変動や資源循環等の様々な分野の施策と連携した施策を展開することをしていく
こととしています。
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⑷環境問題への関心や社会経済における環境対策の必要性の高まり
○　内閣府「気候変動に関する世論調査（令和５年11月）」によると、地球環境問題に対して
「関心がある」と回答した割合は89.4％で前回（令和２年11月）調査より0.9ポイント上昇し、
脱炭素社会※について「知っていた」と回答した割合は83.7％で、こちらは15.3ポイントと
大きく上昇するなど、国民の環境問題への関心や認知度は確実に高まっています。

○　消費者庁「令和３年度消費者意識基本調査」では、環境問題等の解決のために実践してい
ることとして約９割が「エコバッグを使用する」、約８割が「食べられるのに廃棄される食
品（食品ロス）を減らす」や「ゴミを減らし、再利用したり、リサイクルに出したりする」
を挙げており、これらが身近な環境保全活動として定着していることが見て取れます。

　　また、より良い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費行動をいう「エシカル（倫

理的）消費※」等には約半数が「興味がある」と回答し、その約８割が「同じようなものを
購入するなら環境や社会に貢献できる方を選ぶ」としていることから、事業者の環境配慮等
が日頃の消費行動（商品選択）に結びつきつつあると考えられます。

○　パリ協定での合意事項やSDGsの採択等を受けて、脱炭素化に向けてグローバルでの巨
額の投融資が必要となる中、サステナブルファイナンスの促進に取り組む各国政府、国際
機関等が増えており、金融機関として気候変動リスク等を含むESG（Environment：環境、 
Social：社会、Governance：ガバナンス）要素を投融資判断に加えることがスタンダードに
なりつつあります。

○　令和６～15年度を計画期間とする新たな大分県長期総合計画を策定するにあたり、県内
の全高校生を対象に実施したオンラインアンケートによると、「このまま大分県に住み続け
たい」理由と「県外に一度出たいが、将来的には大分県に戻って住み続けたい」理由の上位
３つはいずれも「海・山など自然環境が豊か」、「人間関係・家族関係が充実」、「温泉が身近」
となっています。これは、本県の恵み豊かで美しく快適な環境が若者の定住、ひいては本県
の地方創生の大きな推進力になり得ることを示唆しています。

第１章　計画の策定にあたって

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

参
考
資
料

5



第３節　計画の性格・位置付け

　本計画は、大分県環境基本条例※第９条に基づき、環境の保全に関する長期的な目標及び施策
の基本的方向のほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
を定めたものであり、大分県長期総合計画における環境部門の計画となるものです。
　また、本計画は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第８条に定める本県に
おける環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計
画及び食品ロスの削減の推進に関する法律第12条第１項に定める本県における食品ロス削減推
進計画を包含しています。

第４節　計画の期間

　本計画の期間は、令和６年度から令和15年度までの10年間とします。

第５節　各主体の役割

　本計画に掲げる施策を効果的に推進するためには、県民、民間団体、事業者、行政の環境保全
活動に取り組むそれぞれの主体が、日常生活や経済活動が環境に及ぼす影響や環境が人間にもた
らす恵みなどの人間と環境との関わりを正しく理解するとともに、事業者の環境対策や環境保全
活動などに新たな社会的価値を付け、環境と経済の好循環を創出していく必要があります。
　そのため、県民、民間団体、事業者、行政が広く課題を共有し、それぞれが行動の変容を起こし、
やがて大きな社会・経済変革のステップにつなげていく取組を「おおいたうつくし作戦※」の成果
を継承する、新たな県民総参加の運動「グリーンアップおおいた※」として展開することとします。
　本計画を推進する主体として県民、民間団体、事業者、行政を位置付け、それぞれに期待され
る役割を次のとおり明らかにします。

 　 
令和６年５月おおいたうつくし作戦県民会議（新たな県民運動の名称を「グリーンアップおおいた」に決定）
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⑴県民の役割
　今日、県民の日常生活に起因する環境負荷が増大しているため、生活様式を持続可能なものに
転換していく必要があります。
　このため、県民は、自らを含む人々の生活・行動が環境へ及ぼす負荷についての理解を深める
とともに、日常生活に起因する環境への負荷の低減に努めることが必要です。また、民間団体、
事業者、行政と連携・協力して環境保全活動に参加するなど、身近な環境をよりよいものにして
いくための行動を自主的・積極的に進めることが期待されます。

⑵民間団体の役割
　県民や事業者などにより組織される民間団体は、あらゆる主体が環境保全活動に主体的に参加
する社会を構築する上で、取組の結節点として重要な役割を果たすと考えられています。
　自らが自主的・積極的に環境保全活動を行うことのほか、県民、事業者、行政の各主体が環境
保全活動に取り組む際に、これらの主体をつないで取組を一層加速させるなど、多様化する環境
問題の解決に地域的な広がりをもって取り組むことが期待されます。

⑶事業者の役割
　事業者は、経済活動の大きな部分を占めるとともに、消費者に最も近い存在であり、事業活動
のあらゆる場面において環境負荷の低減に自主的・積極的に取り組む必要があります。
　また、環境をはじめとする様々な課題をリスクではなく機会として捉え、環境に配慮した新た
な製品やサービスの開発などを通じ、新たなビジネスチャンスを創出することが期待されます。
　さらに、事業者自らが地域社会の一員として環境保全活動に積極的に参加するとともに、従業
員らが活動に参加しやすくなる職場環境づくりに取り組むことも期待されます。

⑷行政の役割
　県は、本計画の目標の達成に向けて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しま
す。施策の実施にあたっては、県民、民間団体、事業者の各主体と緊密な連携を図るとともに、
それぞれが適切に役割を分担し、自主的・積極的に参加する環境保全活動の活性化につながるよ
うな情報提供や活動の基盤づくりに努めます。また、県が行う事業活動に伴う環境負荷の大きさ
を認識し、事務事業を行う際は、環境への配慮に率先して取り組みます。そして、市町村が実施
する環境保全に関する施策の支援に努めます。
　市町村には、その区域の気象や地形等の自然的条件や産業活動の状態、住民のライフスタイル
等の社会的条件を踏まえた環境保全に関する施策を、県と密接な連携のもとに推進するとともに、
地域との関わりを活かし、地域住民や事業者が連携・協力して環境保全活動を推進するために必
要な支援や助言を行うことが期待されます。
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